
（第三種郵便物認可）

　
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ

感
染
者
は
継

続
し
て
増
加

し
て
お
り
、

医
療
機
関
で

の
受
け
入
れ
体
制
を
確
保
す
る

こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　
同
時
に
二
次
感
染
し
た
場
合

の
保
障
の
た
め
、
感
染
症
対
策

に
従
事
す
る
医
師
か
ら
、
当
会

の
保
険
医
休
業
保
障
共
済
制
度

（
以
下
、
休
保
制
度
）
の
新
規

加
入
再
開
を
求
め
る
声
が
日
増

し
に
強
ま
っ
て
い
る
。　

　
来
る
総
選
挙
で
は
、
医
療
・

社
会
保
障
予
算
の
総
枠
拡
大
に

よ
り
医
療
崩
壊
を
食
い
止
め
る

具
体
的
な
手
立
て
を
講
じ
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
と
同
時
に
、
地

域
で
医
療
関
係
者
が
連
帯
し
、

感
染
症
対
策
に
立
ち
向
か
い
、

地
域
医
療
を
継
続
し
て
い
る
医

療
従
事
者
を
支
援
す
る
こ
と
が

国
民
の
願
い
で
あ
る
。　

　
長
年
地
域
医
療
を
支
え
て
き

た
休
保
制
度
は
、2
0
0
6
年

の
保
険
業
法
改
定
に
よ
り
民
間

保
険
会
社
と
同
じ「
保
険
業
」の

枠
組
み
に
置
か
れ
た
。規
制
の

対
象
と
な
っ
た
た
め
、現
行
制

度
の
維
持
・
管
理
の
み
を
行
い
、

新
規
の
加
入
受
付
を
停
止
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。保
険
業

法
の
改
定
に
は
、ア
メ
リ
カ
政

府
や
日
米
保
険
業
界
が「
消
費

者
保
護
」の
名
を
借
り
て
日
本

に
共
済
規
制
と
保
険
市
場
へ
の

開
放
を
求
め
て
圧
力
を
か
け
て

き
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

　
圧
力
を
か
け
た
側
の
米
国
内

で
は
Ａ
Ｉ
Ｇ
な
ど
金
融
大
手
資

本
が
破
綻
寸
前
に
陥
っ
た
。
米

国
の
市
場
原
理
主
義
に
追
随
し

て
き
た
日
本
の
政
治
・
経
済
の

体
制
や
流
れ
を
大
き
く
転
換
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
間
、保
団
連
は
、厚
労
大

臣
や
与
野
党
議
員
に
休
保
制
度

の
趣
旨
や
社
会
的
役
割
を
説
明

し
一
刻
も
早
く
保
険
業
法
の
適

用
除
外
と
す
る
よ
う
要
請
し
て

き
た
。

　
先
の
国
会
で
、
自
民
党
は
Ｐ

Ｔ
Ａ
の
安
全
互
助
制
度
等
に
限

定
し
て
文
部
科
学
大
臣
や
教
育

委
員
会
の
下
で
制
度
を
運
営
で

き
る
よ
う
に
す
る
新
し
い
共
済

監
督
法
案
を
提
出
し
た
。
一

方
、
民
主
党
は
「
小
規
模
か
つ

短
期
」
の
も
の
に
限
定
し
金
融

庁
の
認
定
を
受
け
た
団
体
の
み

制
度
を
運
営
で
き
る
よ
う
に
す

る
法
律
案
を
提
出
し
た
。
結
果

と
し
て
両
党
案
共
、
廃
案
と

な
っ
た
が
、
休
保
制
度
を
は
じ

め
自
主
共
済
を
適
用
除
外
と
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
共
産
党
・
社
民
党
・
国
民
新

党
な
ど
は
、
す
べ
て
の
自
主
共

済
を
保
険
業
法
の
適
用
除
外
に

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
民

主
党
を
含
め
た
4
野
党
共
同
で

参
議
院
に
経
過
措
置
期
間
延
長

法
案
も
提
出
さ
れ
て
き
た
経
過

が
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
行
政
が
管
理
す
べ

き
対
象
は
、不
特
定
多
数
を
相

手
に
営
利
目
的
に
保
険
業
を
行

う
保
険
会
社
で
あ
り
、先
の
保

険
業
法
改
定
の
目
的
は
無
認
可

保
険
業
者
や
詐
欺
、架
空
の
保

険
取
引
を
排
除
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。

　
自
主
共
済
は
、こ
れ
ら
の「
ニ

セ
共
済
」と
明
瞭
に
峻
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
し
、非
営
利
で

自
治
に
よ
る
助
け
合
い
の
結
晶

と
し
て
、排
除
や
規
制
で
は
な

く
育
成
す
べ
き
対
象
と
し
て
新

政
権
に
支
援
を
求
め
て
い
き
た

い
。
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市
場
原
理
主
義
と
決
別
し
、助

け
合
い
の
制
度
を
守
る
政
治
を

（ ）２

　
保
険
医
に
対
す
る
国
に
よ

る「
個
別
指
導
」の
際
、選
定

さ
れ
た
理
由
の
開
示
を
国
が

拒
否
し
た
こ
と
や「
自
主
返

還
」名
目
で
の
返
還
の
強
要

が
、違
法
な
職
務
行
為
に
当

た
る
と
し
て
、青
森
県
の
歯

科
医
師
、成
田
博
之
・
同
県
保

険
医
協
会
理
事（
保
団
連
理

事
）が
国
を
相
手
に
損
害
賠

償
を
求
め
た「
成
田
国
倍
訴

訟
」の
第
4
回
口
頭
弁
論
が

7
月
　
日
、青
森
地
方
裁
判

29

所
弘
前
支
部
で
開
か
れ
た
。

　
今
回
の
弁
論
で
は
、「
保
険

医
療
機
関
は
再
指
導
や
監
査

へ
移
行
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を

お
そ
れ
、
不
服
が
あ
っ
て
も

自
主
返
還
に
応
じ
ざ
る
を
得

ず
」、自
主
返
還
は
事
実
上
の

強
制
と
な
っ
て
い
る
と
の
原

告
の
指
摘
に
対
す
る
、
被
告

の
主
張
が
焦
点
と
な
っ
た
。

被
告
側
は
準
備
書
面
で
、
自

主
返
還
に
応
じ
る
か
否
か
は

あ
く
ま
で
保
険
医
療
機
関
の

任
意
で
あ
り
、
自
主
返
還
に

応
じ
な
い
こ
と
が
個
別
指
導

の
選
定
要
件
や
、
監
査
の
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
は
な
い

と
主
張
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
今
岡

健
裁
判
長
か
ら
、「
社
会
保
険

事
務
局
は
『
不
正
』
で
あ
る

と
の
認
識
の
上
に
、
自
主
返

還
を
指
導
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
保
険
医
療
機
関
が
指
導

に
応
ぜ
ず
自
主
返
還
し
な
い

場
合
に
、
個
別
指
導
の
選
定

要
件
で
あ
る
『
改
善
が
認
め

ら
れ
な
い
』
場
合
に
当
た
る

と
の
判
断
は
あ
り
得
る
の
で

は
な
い
か
」
と
質
問
。
自
主

返
還
に
応
じ
な
い
こ
と
が
個

別
指
導
の
理
由
と
な
る
こ
と

は
な
い
と
す
る
被
告
の
主
張

に
疑
問
を
呈
し
た
。

「
自
主
返
還
」の
矛
盾
を
露
呈
　
 

 成
田
国
賠
訴
訟
弁
論
で
国
側

　
レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
義
務
化
撤
回
訴
訟
に
取
り

組
む
神
奈
川
訴
訟
原
告
団
と

大
阪
訴
訟
原
告
団
は
、「
強
制

的
に
仕
事
を
取
り
上
げ
、
地

域
医
療
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う

な
行
政
は
、
行
政
の
名
に
値

せ
ず
、
断
じ
て
認
め
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
」
と
の
立
場

で
、
9
月
以
降
に
行
わ
れ
る

口
頭
弁
論
に
向
け
、
フ
ァ
ッ

ク
ス
に
よ
る
会
員
要
請
署
名

に
取
り
組
む
こ
と
を
決
め

た
。
　
こ
の
署
名
は
、
裁
判
を

闘
っ
て
い
る
神
奈
川
、
大
阪

を
は
じ
め
全
国
の
医
科
、
歯

科
保
険
医
が
、
義
務
化
撤
回

訴
訟
に
大
き
な
関
心
を
示
し

て
お
り
、
義
務
化
の
無
効
を

強
く
望
ん
で
い
る
会
員
の

「
声
」
を
裁
判
官
に
届
け
、

強
く
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
神
奈
川
・
大
阪
の
両
原

告
団
は
、
多
く
の
会
員
に
署

名
の
取
り
組
み
へ
の
参
加
を

呼
び
か
け
る
。

　『
全
国
保
険
医
新
聞
』で
は

次
号
に
署
名
用
紙
を
掲
載

し
、
ま
た
各
都
道
府
県
保
険

医
協
会
・
医
会
か
ら
も
協
力

の
訴
え
を
送
付
す
る
予
定

だ
。
　
神
奈
川
訴
訟
、
大
阪
訴
訟

の
口
頭
弁
論
の
予
定
は
次
の

通
り
。

■
神
奈
川
訴
訟

第
1
回
口
頭
弁
論
：
9
月
9

日
 　
時
～
　
時
、
横
浜
地
方

14

15

裁
判
所

■
大
阪
訴
訟

第
2
回
口
頭
弁
論
：
9
月
　25

日
　
時
　
分
～
　
時
半
、
大

13

15

13

阪
地
方
裁
判
所

裁判官に「声」を届けよう
ＦＡＸ要請（院長署名）にご協力を

　
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

は
7
月
　
日
、
レ
セ
プ
ト
オ

30

ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
問
題

に
対
す
る
運
動
へ
の
賛
同
要

請
を
行
う
た
め
、日
本
難
病
・

疾
病
団
体
協
議
会（
J
P
A
）

と
懇
談
を
行
っ
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
義
務
化
で
日
本
難
病
・
疾

病
団
体
協
議
会（
J
P
A
）と
懇
談

　
冒
頭
、
住
江
憲
勇
会
長
よ

り
「
医
師
・
歯
科
医
師
の
団

体
と
し
て
患
者
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
守
る
観
点
か
ら
、
情

報
漏
え
い
の
危
険
性
は
看
過

で
き
な
い
。
厚
労
省
に
よ
る

オ
ン
ラ
イ
ン
義
務
化
の
期
限

も
迫
っ
て
お
り
、
ぜ
ひ
、
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
問
題

に
対
す
る
保
団
連
の
見
解
と

運
動
に
理
解
を
い
た
だ
き
、

迅
速
に
裁
判
長
あ
て
団
体
署

名
や
患
者
署
名
運
動
に
協
力

い
た
だ
き
た
い
」
と
要
請
し

た
。
　
J
P
A
役
員
で
あ
る
畠
澤

千
代
子
副
代
表
（
全
国
膠
原

病
友
の
会
）
と
坂
本
秀
夫
常

務
理
事
（
全
国
多
発
性
硬
化

症
友
の
会
）
は
、「
政
府
に
よ

る
レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
義
務
化
実
施
の
真
の
目
的

に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
だ

い
た
問
題
点
は
理
解
で
き

る
」
と
し
た
上
で
、「
一
般
の

患
者
に
と
っ
て
レ
セ
プ
ト
オ

ン
ラ
イ
ン
化
と
医
療
I
T
化

を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難

だ
。
難
病
患
者
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
全
国
ど
こ
で
も
一

定
レ
ベ
ル
の
医
療
を
受
け
た

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
I
T
化
は
必
要
だ

と
思
っ
て
し
ま
う
」
と
述
べ

る
な
ど
、
一
般
の
患
者
が
レ

セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
義
務
化

の
問
題
点
を
正
確
に
理
解
す

る
こ
と
は
難
し
い
と
す
る
考

え
を
示
し
た
。

　
住
江
会
長
は
、「
レ
セ
プ
ト

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
の

実
施
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
結

果
は
、
真
に
患
者
国
民
が
求

め
る
医
療
の
I
T
化
と
は
全

く
異
な
る
」こ
と
を
説
明
し
、

重
ね
て
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義

務
化
に
反
対
す
る
署
名
活
動

へ
の
協
力
を
要
請
し
、
今
後

も
懇
談
等
の
場
を
持
つ
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
側

は
、「
改
善
さ
れ
た
か
ど
う
か

は
、
自
主
返
還
に
応
じ
た
か

ど
う
か
で
は
な
く
、
提
出
さ

れ
た
改
善
報
告
書
の
内
容
で

判
断
し
て
い
る
」
と
釈
明
し

た
が
、
裁
判
長
は
被
告
側
に

対
し
て
、
次
回
期
日
ま
で
に

書
面
に
し
て
説
明
す
る
よ
う

求
め
た
。

　
行
政
指
導
で
は
強
制
で
き

な
い
返
還
命
令
を
「
自
主
返

還
」
と
造
語
し
て
行
っ
て
き

た
国
、
厚
労
省
は
矛
盾
を
突

か
れ
た
形
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
今
回
提
出
さ
れ
た

被
告
側
の
準
備
書
面
で
、
国

は
、「
個
別
指
導
と
監
査
、
そ

し
て
行
政
処
分
（
指
定
取
消

処
分
等
）は
、そ
れ
ぞ
れ
ま
っ

た
く
異
な
る
選
定
基
準
な
い

し
処
分
要
件
に
基
づ
く
」
と

し
、
個
別
指
導
か
ら
監
査
、

行
政
処
分
（
指
定
取
消
処
分

等
）
に
向
け
た
「
行
政
指
導

の
連
鎖
が
生
じ
る
仕
組
み
は

何
処
に
も
成
立
し
て
い
な

い
」
と
主
張
。
個
別
指
導
の

理
由
を
開
示
し
な
い
こ
と
の

理
由
と
し
て
、
国
側
が
当
初

か
ら
展
開
し
て
い
た
「
個
別

指
導
は
監
査
に
先
立
つ
不
正

不
当
を
取
り
締
ま
る
も
の
」

と
の
主
張
と
矛
盾
す
る
か
の

よ
う
な
立
論
を
行
っ
た
。

　
次
回
の
弁
論
は
9
月
　
日
30

に
開
か
れ
る
。

『
月
刊
保
団
連
』
9
月
号

特
集
 　
女
性
医
師
・
歯
科
医
師
の
働
く
環
境

　
　
改
善
を
め
ざ
し
て

　
女
性
医
師
の
労
働
環
境
改
善
は
、
男
性
医
師
を
含
む

医
師
全
体
の
人
間
的
な
労
働
環
境
の
改
善
、
安
全
な
医
療

の
提
供
に
つ
な
が
る
。
特
集
は
女
性
医
師
・
歯
科
医
師
が

働
き
続
け
る
た
め
の
課
題
を
検
討
し
、
医
療
の
安
全
と
健

や
か
な
医
師
の
生
活
確
保
に
向
け
た
取
り
組
み
の
現
状

を
探
っ
た
。

■
憲
法
と
男
女
共
同
参
画
社
会
の
進
展
と
逆
流
（
杉
井
静

子
）
／
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
（
藤
田

宏
）
／
女
性
医
師
の
働
く
環
境
改
善
に
向
け
た
運
動
と
課

題
（
板
井
八
重
子
）
／
仕
事
も
家
庭
も
あ
き
ら
め
な
い

（
松
浦
美
智
子
）
／
女
性
医
師
支
援
か
ら
全
職
員
の
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
へ
（
清
野
佳
紀
）
／
ジ
ョ
ブ
シ
ェ
ア

リ
ン
グ
制
度
（
岩
崎
滋
樹
） 

ど
こ
ろ

読
み

成田博之理事と裁判の行われ
ている青森地裁弘前支部

レセプトオンライン請求義務化撤回訴訟




